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大崎上島町食を通じたまちづくり事業委託業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本実施要領は、「大崎上島町食を通じたまちづくり事業委託業務」を委託する事

業者の選定にあたり、公募型プロポーザル方式により企画提案等を求め、その内

容及び能力を総合的に比較検討し、最も的確と判断される事業者を特定する手続

きを定めることを目的とする。 

 

２ 概要 

（１）業務名 

大崎上島町食を通じたまちづくり事業委託業務 

（２）業務の目的 

   大崎上島町では、平成 27 年 10 月に策定した「大崎上島町まち・ひと・しご

と総合戦略」において、「多様な人材を育てる教育の島づくりを進める」ことを

最重点施策として、「学びの島」の推進を進めている。 

   「学びの島」の推進において、町民の生涯学習機会を拡充する必要があるこ

とから、町内に居住する小学生を対象に、町内で採れた魚や野菜などを用いた

食を通じたまちづくり事業を実施する。 

本事業の実施により、「食を通じて大崎上島で学ぶ」ことに意義と魅力を実 

感してもらうことで、郷土愛の醸成を図る。 

 

（３）業務内容 

別添「大崎上島町食を通じたまちづくり事業委託業務仕様書」（以下「仕様書」

という。）によるものとする。 

ただし、契約時における仕様書は、契約候補者として選定された参加者の企

画提案内容により一部を変更する場合もある。 

（４）業務期間 

契約締結の日から令和９年３月２５日まで 

（５）委託料上限額 

２，５７９，６００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

金額には、委託業務の履行に要する全ての経費を含む。 

   ※ただし、予算額の８割を下回る額の提示をしないこと。 

 

３ 参加資格要件 

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であるこ

と。 
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（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者 

（２）公告又は指名から契約までの期間において、国、広島県及び大崎上島町から

指名停止等の措置を受けていない者 

（３）法人税、地方税その他租税等を滞納していないこと。 

（４）本業務の実施にあたり、担当との連絡調整、打合せ等に適切かつ迅速に対処

できること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）の規定基づく手続きをしていないこと。 

（６）参加しようとする法人及びその役員並びに個人が、暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条及び大崎上島町暴力

団排除条例（平成２３年大崎上島町条例第９号）に規定する暴力団及び暴力団

員並びにそれらの利益となる活動を行う団体及び個人でないこと。 

（７）本業務における総合的企画、総合的業務遂行管理を第三者に委託し、または

請け負わせてはならない。 

上記以外を第三者に再委託する場合、技術提案書にその内容及び理由を明記

し、様式第５号の「業務実施体制」に役割分担等を記載すること。 

（８）直近５年間（令和２年度から６年度まで）に、国若しくは公団、公庫等の政

府関係機関又は県、町その他の地方公共団体と同種業務又は類似業務を元請と

して完了した実績（共同企業体による実績も含む。）を１件以上有すること。 

   ア 同種業務   小学生向けの教育関連業務 

   イ 類似業務   アに掲げるもの以外教育に関する業務 

 

４ 企画提案に関する事項 

（１）提出書類 

   ア 公募型プロポーザル参加申請書（様式第１号） 

   イ 会社概要（様式第２号） 

会社概要等紹介のパンフレット等がある場合は、併せて添付すること。 

   ウ 企画提案書提出書（様式第３号） 

エ 企画提案書（任意様式） 

仕様書の業務内容に掲げる各事項について、具体的な提案をするとと

もに、業務の実施手順、業務スケジュールを記載すること。 

用紙はＡ４とし、頁数は表紙・目次を含めて２０ページ以内とすること。 

なお、Ａ３折込みを入れる場合は、２頁扱いとする。 

企画書の提出は１社１案とする。 

      また、審査の公正を期すため、企画提案書には、会社名、住所、ロゴマ

ークなど、プロポーザル参加者を特定できる表示を付してはならない。会
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社名を記載する場合は「当社」と記載すること。ただし、正本の表紙のみ

会社名（グループ企業体名）を記載すること。 

オ 同種業務実績表（様式第４号） 

   カ 業務実施体制（様式第５号） 

   キ 業務管理者の業務実績（様式第６号） 

   ク 業務担当者の業務実績（様式第７号） 

ケ 納税証明書 

コ 商業登記簿謄本又は登記簿謄本 

本町の入札参加資格を有する者は、提出を省略することができる。 

   サ 見積書及び見積内訳書（任意様式） 

   シ 同種業務若しくは類似業務の成果物 

（２）提出期限 

   参加申請書類 令和８年４月２０日（月）午後５時必着 

          ・公募型プロポーザル参加申請書（様式第１号） 

          ・会社概要（様式第２号） 

          ・同種業務実績表（様式第４号） 

          ・業務実施体制（様式第５号） 

          ・業務管理者の業務実績（様式第６号） 

          ・業務担当者の業務実績（様式第７号） 

          ・納税証明書 

          ・商業登記簿謄本又は登記簿謄本 

 

   企画提案書類 令和８年４月２４日（金）午後５時必着 

          ・企画提案書提出書（様式第３号） 

          ・企画提案書（任意様式） 

          ・見積書及び見積内訳書（任意様式） 

          ・同種業務若しくは類似業務の成果物 

（３）提出方法 

   持参又は郵送による。 

ア 郵送の場合は、配達証明付きの書留郵便に限るものとし、提出期限必着と

する。 

イ 持参する場合は、役場の閉庁日を除く午前８時３０分から午後５時１５分

までに担当課に持参すること。 

（４）提出部数 

参加申請書類：正本１部 

企画提案書類：正本１部、副本５部 
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５ 質問の受付及び回答 

（１）提出書類 

   質問票（様式第８号）を使用した文書によるものとする。 

（２）提出方法 

   電子メールで担当まで送付すること。 

電子メールの件名は、「大崎上島町食を通じたまちづくり事業委託業務」と 

し、電話により受信確認を行うこと。 

（３）受付期限 

   令和８年４月１６日（木）午後５時まで（必着） 

（４）回答方法 

   質問に対する回答は、令和８年４月１７日（金）までに、大崎上島町ホーム

ページ上で公表する。なお、質疑を行った参加者名は公開しないものとする。 

 

６ 契約候補者の選定方法 

「大崎上島町食を通じたまちづくり事業委託業務プロポーザル審査委員会」

（以下「委員会」という。）を設置し、当該プロポーザルによる審査を行い、契約

候補者を選定する。 

企画提案書の提出を受けた後にプレゼンテーション審査を行い、評価が最も優

れている参加者を第１優先契約候補者として選定する。（次点者も決定する。） 

なお、審査結果については、大崎上島町ホームページにおいて公表する。この

場合において参加者の名称については、第１優先契約候補者のみ公表する。 

選定結果について、参加者全員に対して自己の結果のみ通知する。また、評価

の詳細・評価点・審査の経緯及びその内容は公開しない。 

審査及び結果に関する質問や異議は受け付けないものとする。 

 

７ プレゼンテーション及び審査の実施 

（１）審査の方法 

   提出された企画提案書をもとに、参加者によるプレゼンテーションを実施し、

委員会において評価が最も優れている事業者を選定する。 

（２）プレゼンテーション内容 

   企画提案書をもとに、口頭説明を２０分以内とし、その後の、質疑応答の時

間を１０分程度設ける。 

（３）プレゼンテーション及び委員会実施日 

   令和８年４月３０日（木） 

（４）プレゼンテーション及び委員会実施場所 

   〒７２５－０３０１ 広島県豊田郡大崎上島町東野６６２５番地１ 

大崎上島町本庁２階小会議室 
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（５）プレゼンテーションの際の注意事項 

ア プレゼンテーションの順番は、原則として参加申込書の受付順とする。 

イ 提出した企画提案書の内容と著しく異なるプレゼンテーションは失格とす

る。 

ウ 指定した時間に遅れる場合は失格とする。 

  ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。 

（６）審査結果 

   プロポーザルは、委員会が「大崎上島町食を通じたまちづくり事業委託業務

プロポーザル審査評価基準」に基づき審査し、後日速やかに参加者全員にその

結果を書面にて通知する。 

 

８ 評価項目 

  評価項目及び評価内容は次のとおりとする。 

審査基準 点数 係数 評定点 備 考 

１ 事業全般 

 

①仕様書を正しく理解し、事業実施に向けて計画的か

つ現実的なスケジュールが提案されているか。 
5 2 10 

20点 ②教育の島推進事業の現状を把握し、事業を通じてさ

らなる教育の島に寄与することができる提案となっ

ているか。 

5 2 10 

２ 教育プログラムに関すること 

 

①小学生及びその保護者を対象として、適したものに

なっているか。 
5 2 10 

30点 ②具体的かつ効果的な提案となっているか。 5 3 15 

③大崎上島町で学ぶ高校生の姿が身近にあり、また、教

育プログラムの実施補助が可能な状態にあるか。 
5 1 5 

３ 広報活動に関すること 

 

①集客に効果的なチラシの作成は可能であるか。 5 2 10 

20点 
②チラシ以外の媒体でも周知することが可能である

か。 
5 2 10 

４ 報告書作成に関すること 

 

①教育プログラムの測定が可能な成果物を作成するこ

とができるか。 
5 1 5 

10点 
②町への進捗状況の報告について、具体的かつ効果的

な提案となっているか。 
5 1 5 

５ フォーラムに関すること 

 

①フォーラムの実施体制は問題ないか。 5 2 10 

20点 
②フォーラムの内容は、本事業に関連した内容になっ

ているか。 
5 2 10 

評定点合計（１００点満点） １００  
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９ 契約の締結 

審査結果に基づき選定した第１優先契約候補者と、提案に沿って契約内容につ

いて協議、調整を行った上で、随意契約により委託契約を締結する。その際、協

議等の結果に基づき、提案内容の一部を変更する場合がある。 

なお、第１優先契約候補者に選定された参加者が辞退した場合、又は協議が整

わなかったときは、次点者を第２優先契約候補者に選定し、契約についての協議

等を行った上で、契約を締結するものとする。 

また、参加者が１者の場合にあっても審査を実施し、その提案内容が審査基準

を満たすと認められる場合は、その参加者を契約候補者として選定し、随意契約

により委託契約を締結する。 

 

10 実施スケジュール 

本公募に係る全体のスケジュールは次のとおりとする。ただし、都合により変

更することがある。 

項目 期日 

公募型プロポーザル公募開始 

（公告・ホームページ掲載） 
令和８年４月１３日（月） 

本業務に関する質問の受付期限 令和８年４月１６日（木）午後５時まで 

本業務に関する質問の回答期限 令和８年４月１７日（金） 

参加申請書類の提出期限 令和８年４月２０日（月）午後５時まで 

企画提案書類の提出期限 令和８年４月２４日（金）午後５時まで 

プレゼンテーション実施日 令和８年４月３０日（木） 

審査結果通知 令和８年５月１日（金） 

契約締結（予定） 令和８年５月８日（金） 

 

11 その他 

（１）無効となる提案 

   次の条件にいずれかに該当する場合には、審査の対象から除外する。 

ア 企画提案書に虚偽の内容が記載されている場合 

イ 関係者に対して工作等不当な活動を行ったと認められる場合 

ウ 企画提案書が定めた提出方法、提出先、期限に適合していない場合 

（２）企画提案書の制作・提出等一切の経費は、参加者の負担とする。また、提出

書類は返却しない。 

（３）提出期限後の企画提案書については、内容の一部変更を指示することがある。 

（４）本業務により得られた成果品及びすべての権利（所有権、著作権等）は本町

に帰属するものとする。 

（５）この要領に定めのない事項については、別途協議の上決定する。 
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（６）このプロポーザルに参加した者は、この実施要領に同意したものとみなす。 

 

12 担当及び問い合わせ先 

  大崎上島町教育委員会 生涯学習課 学びの島係 

住所：広島県豊田郡大崎上島町中野２０６７番地５ 

電話：０８４６－６４－３０５５ 

電子メール：kmanabi01@town.osakikamijima.lg.jp 


